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　「潮芦屋」（南芦屋浜）は、本市の最南端・臨海
部に位置する面積約125.6haの新しいまちです。
　甲子園球場の約32倍という広大な敷地には、
南芦屋浜病院をはじめ、ライフガーデン潮芦屋
などの商業地域や親水公園・潮芦屋ビーチ・マ
リーナ・係留施設付き住宅などが整備されてい
ます。平成10年春のまちびらき以来、このまち
ではウォーターフロントを生かした魅力的な
まちづくりが、現在も進められています。
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今
秋
も
、
だ
ん
じ
り
巡
行
・
子
ど
も
み

こ
し
・
吹
奏
楽
・
パ
レ
ー
ド
・
縁
日
や
物

産
店
や
、
子
ど
も
た
ち
に
よ
る
ダ
ン
ス
な

ど
、
盛
り
だ
く
さ
ん
の
イ
ベ
ン
ト
が
予
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

∧
小
雨
決
行
・
荒
天
中
止
∨

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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十
月
十
日（
日
）

　
　
　
　

午
前
九
時
〜
午
後
三
時
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精
道
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド

　
　
　
　

お
よ
び
東
側
道
路

※
秋
ま
つ
り
開
催
中
は
精
道
小
学
校
東
側

　

道
路
は
車
の
通
行
が
規
制
さ
れ
ま
す
。

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
車
で
の

　

来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。
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　おまつりの運営メンバー
と一緒に活動してくださる
かたを募集します。
���　案内・清掃・
　　　　イベント運営補助
���　10月10日（日）
　　　　午前８時30分～
　　　　　　　　午後５時
�����　秋まつり当日、
　　　　会場本部テントへ

�������	
������
　フランスで始まったレースで、お盆にグラスを載せ、中に入った飲み
物をこぼさずに走る競技です。　　　　　　　　　《芦屋観光協会主催》
���　10月10日（日）午後　���　18歳以上・先着30人〈要予約〉　�
���　500円　�����　９月30日（木）までに、ファクスで経済課へ�������	
������������������
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　「子ども手当」は、中学校修了前（平成７年４月２日以降生まれ）の児童を養育している
かたに、所得に関係なく支給（１人・月額13,000円）されます。ただし、請求されていない
かたは対象となりません。まだお済ませでないかたは、お早く下記へご請求ください。
　なお、請求のないかたで、平成22年４月１日現在で子ども手当の受給資格があるかたは、
９月30日までに請求があれば４月分にさかのぼって受給できます。また、９月30日まで
に請求がない場合は、請求月の翌月分からの受給となりますので、ご注意ください。
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〔★市民グループ主催事業〕
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　市制施行70周年を周知し、盛り上げていただける事業（12月までに実施）を募集してい
ます。承認した事業は、事業名に70周年の「冠」やキャッチフレーズ、シンボルマークを
使用することができます。応募期間は11月30日までです。奮ってご応募ください。
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